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２０５０年カーボンニュートラルに向けた動き

1出典：国土交通省資料

《グリーン成長戦略》

■2050年カーボンニュートラルに伴うグ
リーン成長戦略（R3.6.18）

★経産省を中心に、革新的イノベーションに関
わる重要分野について実行計画を策定

・「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策
＝グリーン成長戦略
・今後の産業として成長が期待され、2050年
カーボンニュートラルを目指す上で取組が不
可欠な14の重要分野において、目標、研究開
発・実証、制度整備等を盛り込んだ「実行計
画」を策定
・高い目標にコミットする企業による長期にわた
る技術の開発・実証を２兆円の基金で支援

《地域脱炭素ロードマップ》

■地域脱炭素ロードマップ（R3.6.9)
★環境省を中心に、国・地方が協働する
地域脱炭素ロードマップを策定
・５年の集中期間に政策を総動員（①適用
可能な最新技術でできる重点対策を全
国で実施、②2030年までに100箇所の
「脱炭素先行地域」を創出）

（参考）ゼロカーボンシティの拡大
・東京都、京都市、横浜市を始めとする
391自治体が「2050年までにCO2排出実
質ゼロ」を表明（R3.5.28時点）

《関連計画等の見直し》

■地球温暖化対策計画の見直し
・中期：2030年度に2013年度比46%減
・長期：2050年カーボンニュートラル

■エネルギー基本計画の見直し
・2030年エネルギーミックスの実現
火力全体56％（76％）、原子力20～22％（6％）、
再エネ22～24％（18％） ※（2019年度）

■パリ協定長期成長戦略の見直し
・ビジネス主導の非連続なイノベーションを通じた
「環境と成長の好循環」の実現

★上記計画等は全てR3.10.22閣議決定

■ 内閣総理大臣所信表明演説（令和２年10月26日）
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す。

■ 内閣総理大臣施政方針演説（令和３年１月18日）
2050年カーボンニュートラルを宣言しました。もはや環境対策は経済の制約ではなく、社会経済を大きく変革し、投資を促し、生
産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出す、その鍵となるもの。
ＣＯＰ26までに、意欲的な2030年目標を表明し、各国との連携を深めながら、世界の脱炭素化を前進させます。

■ 日米首脳共同声明（令和３年４月16日）
日米両国は、双方が世界の気温上昇を摂氏1.5度までに制限する努力及び2050年温室効果ガス排出実質ゼロ目標と整合的な
形で、2030年までに確固たる気候行動を取ることにコミット した。

■ 地球温暖化対策推進本部（令和３年４月22日）
2050年目標と整合的で、野心的な目標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指します。
さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続けてまいります。このあと、気候サミットにおいて、国際社会へも表明をいたします。



カーボンニュートラルポート（CNP)の形成の意義

2出典：国土交通省資料

カーボンニュートラルポート（CNP）とは
• 港湾地域は、サプライチェーンの拠点かつ産業が集積する空間であり、運輸・製造業等の活動の場として機能
• 脱炭素エネルギーである水素や燃料アンモニア等の輸入拠点となり、これらの活用によるCO2 削減の余地も大きい
• 港湾地域での脱炭素化の推進で、我が国の「脱炭素社会の実現」と「産業や港湾の競争力強化」に貢献
• グリーン成長戦略にはCNPの形成による、2050年の港湾におけるカーボンニュートラルの実現が明記

CNPが目指す姿
水素等サプライチェーンの拠点としての受入
環境の整備
・港湾は貿易の約99.6％を担うサプライ
チェーンの拠点
・エネルギーのほぼすべてが港湾経由で輸送

〇水素・燃料アンモニア等の輸入に対応した
港湾における受入環境の整備
〇国全体でのサプライチェーンの最適化

港湾地域の面的・効率的な脱炭素化
・港湾、臨海部には、我が国のCO2排出量
の約６割を占める産業が立地

〇荷役機械、船舶等を含めた港湾オペレー
ションの脱炭素化
〇臨海部立地産業との連携を含めた港湾地
域の面的な脱炭素化



港湾脱炭素化推進計画・協議会の目的
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•港湾管理者(地方自治体)は、官民の連携による港湾における脱炭素化の取組を定めた港湾脱炭
素化推進計画を作成することを推進
•港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に際して、協議会を積極的に活用することを推進

港湾法の改正

•港湾における脱炭素化の取組は、多くの官民の主体が関係することから、その実効性を高めるため
には、官民連携による継続的かつ計画的な取組を進める体制構築が必要
• 高松港において、官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図る
ための計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うことを目的とした組織

港湾脱炭素化推進協議会の目的

• 学識経験者
• 民間企業
• 関係行政機関
• 港湾管理者
• 事務局

出典：国土交通省資料

1. 港湾脱炭素化推進計画の作成及び変更に
関する協議

2. 港湾脱炭素化推進計画に基づき実施される
事業の推進

3. 港湾脱炭素化推進計画の達成状況の評価
4. その他目的達成に必要な事項

港湾脱炭素化推進協議会の役割港湾脱炭素化推進協議会の構成員



港湾脱炭素化推進計画に定める事項・ポイント
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• 基本的な方針
・当該港湾の概要、取組方針等

• 計画の目標
・温室効果ガス排出量の削減目標や水素等の供給目標等

• 港湾脱炭素化促進事業・実施主体
・温室効果ガス削減、吸収作用の保全等に関する事業（低炭素型荷役機械の導入、ブルーカーボン生態系の活用等）
・水素等の供給に関する事業（水素等の供給のための港湾施設等の整備、LNGバンカリング施設の整備等）

• 計画の達成状況の評価に関する事項・評価の実施体制、方法、公表方法等
・評価の実施体制、方法、公表方法等

• 計画期間
• その他港湾管理者が必要と認める事項
・港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想
・脱炭素化推進地区制度の活用等を見据えた土地利用の方向性
・港湾及び産業の競争力強化に資する脱炭素化に関連する取組等

ポイント①

• 目標を達成するために現在実施している、又は実施を予定している港湾脱炭素化促進事業及びその実
施主体を計画に具体的に定めることが必要
⇒施設の名称（事業名）、位置、規模、実施主体、実施期間及び事業の効果を促進事業として記載する
ことが必要。なお、促進事業に位置付けた事業は、法令等に基づく各種支援措置の対象となる。

ポイント②
• 脱炭素化（カーボンニュートラル）の実現という目標に向けて、PDCAで進捗管理を行い、計画的かつ
継続的な取り組みが必要
⇒促進事業の策定が目標ではなく、脱炭素化（カーボンニュートラル）の実現に向けて、進捗管理を
行いながら、継続的な取り組みを実行することが重要。



緑地レクリエーションゾーン

Ⅱ-① 海面処分場の設置と産業用地の確保

生産・物流関連ゾーン

Ⅲ-① 中央突堤の歩行者・自動車動線の整理と空間の確保

Ⅲ-② 玉藻地区における交通渋滞対策

Ⅳ-① 玉藻地区におけるクルーズ客船受入れ機能の強化

Ⅳ-② ウォーターフロントの賑わい空間を構築

Ⅳ-③ MaaSによるスムーズな瀬戸内船旅の実現

Ⅳ-④ 賑わいエリアからの景観向上

Ⅴ-② フェリー岸壁の耐震化の実施

交流拠点・人流関連ゾーン Ⅰ-① 国際物流ターミナルの外貿機能強化

Ⅰ-② 高松神戸航路の物流機能強化

Ⅱ-① 海面処分場の設置と産業用地の確保

Ⅴ-② フェリー岸壁の耐震化の実施

物流関連・生産ゾーン

Ⅰ-③ 臨海部を円滑に結ぶ幹線道路の整備

Ⅰ-④ 脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化

Ⅳ-⑤ 船溜まりの静穏度確保

Ⅴ-① 計画的な地震・津波対策等の実施

Ⅴ-③ 高松港BCPの充実

Ⅵ-① 計画的な点検、補修の実施

Ⅵ-② 施設の廃止・利用転換

高松港全体

緑地レクリエーションゾーン

生産・物流関連ゾーン

交流拠点・人流関連ゾーン

物流関連・生産ゾーン

陸上ネットワークの充実

至檀紙IC、高松西IC
至高松中央IC

生島地区
神在地区

香西地区 弦打地区

西浜地区 玉藻地区

朝日地区

屋島地区

出典：香川県資料を加工して作成

高松港の特徴
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高松港は、西は生島の紅峰東北端、北は女木島南端、東は屋島の長崎の鼻を結んだ
約3,100万m2の広大な区域を持ち、便宜上、8地区に分けている。

〔屋島地区〕

屋島地区は、昭和9年に国の史跡、
天然記念物に指定され、高松市の
シンボルとして市民に親しまれてい
る「屋島」の麓に位置しており、小型
船舶の係留などで利用されている。

朝日地区は、昭和25年から埋立
地を順次整備しており、高松港の物
流･生産拠点となっている。

アジア地域との定期コンテナ航路
により、国際化する地域産業を支え
ているほか、大規模地震災害時の
緊急物資等の輸送や、経済活動の
確保を目的とした、耐震強化岸壁が
整備されている。

玉藻地区の西側には、交通機関が
集積し、「みなと」と「まち」が一体と
なったエリアが形成されており、「サ
ンポート高松」の愛称で、県民に親し
まれている。

地区の東端には、古い倉庫を活用
した複合商業施設「北浜alley」が
2001年に開設され、若者を中心に
賑わいを見せている。

西浜地区は、昭和42年に竣工
した埋立地に、ビジターバース、
民間マリーナ、市立ヨット競技場、
砂浜などマリンレジャー関連施
設が整備されている。

「サンポート高松」に隣接した
恵まれた環境に立地しており、
高松港の賑わい創出に寄与して
いる。
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高松港の特徴
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高松港は、西は生島の紅峰東北端、北は女木島南端、東は屋島の長崎の鼻を結んだ
約3,100万m2の広大な区域を持ち、便宜上、8地区に分けている。

弦打地区は、昭和41年に竣工
した埋立地に、製材業を中心とし
た企業団地が形成されましたが、
産業構造の変化による木材関連
産業の低迷に伴い、地域の様相
が変化している。

既存の製材業の振興及び新た
な業態も含めた地域の活性化を
図るため、平成30年に(-5.5m)岸
壁を整備した。

香西地区は、古くから開けた港町
であり、東側の埋立地には、工場
や店舗、下水処理場等が立地して
いる。

西側の砂浜海岸の沖合には、平
成29年に竣工した約36haの人工
島があり、クレーン工場の進出とと
もに、緑地を整備したことで、新た
な賑わい空間となっている。

神在地区は、緑地レクリエーション
ゾーンに位置づけられており、小型
船舶の係留などで利用されている。

生島地区の背後地には、香川県
のスポーツ振興に寄与する中核施
設として整備された、「香川県総合
運動公園」があり、利用者・来場者
で賑わっている。

港湾計画では、緑地レクリエー
ションゾーンに位置づけており、マ
リーナの整備を計画している。



高松港の特徴
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玉藻地区では、小豆島、直島などの離島や本州と結ぶフェリー、旅客船等の発着が集中している。
高松港朝日地区では、神戸港と高松港の間に１日４便のフェリー航路が開設されており、2隻体制
（『あおい』、『りつりん２』）で運航している。

行先 船種 発着便数

小豆島（土庄）
フェリー 発15便、着15便

高速艇 発15便、着15便

小豆島（池田） フェリー 発11便、着11便

直島
フェリー 発5便、着5便

高速艇 発3便、着3便

男木島・女木島 フェリー 発6便、着6便

豊島 旅客船 発5便、着5便

大島 官有船 発5便、着5便

合計 発65便、着65便

離島への就航便数（1日当たり）

順位 港湾名 人員数

1 厳島 4,417,298

2 鹿児島 3,542,503

3 桜島 2,098,809

4 高松 1,460,540

5 石垣 1,428,145

2020年　内航船舶乗降人員ランキング

通勤・通学の利用（約620人/日）

小豆島から香川県本土へ約360人
香川県本土から小豆島へ約260人

令和2年国勢調査より



高松港の特徴
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物流の中心である朝日地区は、県内港湾で唯一の定期コンテナ航路（中国、韓国、国際フィー
ダー）を有し、背後地域の物流の一翼を担っている。コンテナ取扱量は令和2年に新型コロナウイ
ルスの影響に減少したものの、増加傾向にある。

●中国航路：週2便
・上海航路：週1便
・青島～大連～新港（天津）航路：週1便
●韓国航路：週4便
・釜山航路：週4便
●国際フィーダー航路：週1便
・神戸航路：週1便

※高松港コンテナターミナル取扱本数＝外貿＋国際フィーダー
※内貿は、ジャンボフェリー＋その他コンテナ（沖縄便等）
※平成28年からジャンボフェリー輸送分（ｵﾝｼｬｰｼｺﾝﾃﾅ）を算入
※神戸港への貢献、平成28年以降⇒国際フィーダー＋ジャンボ
参考：H28⇒50,749TEU  H29⇒60,185TEU H30⇒61,837TEU R1⇒63,607TEU

260 1,037 2,484 1,874 2,493 1,260 1,481 1,633
5,044 5,324 7,791

4,833 4,712 3,853
7,470 7,244

32,731
35,770 33,621 33,211

37,019 37,360 36,562 37,319

30,229 31,796 33,461
36,477

40,238 37,979 36,714 36,403

7,786 7,963 8,322 8,554 8,163 7,693 8,703 9,954

3,375

47,603

54,521
59,262 61,195

54,882
60,022

63,770

40,777 44,770 44,427 43,639
47,675 46,313 46,746 48,906

38,648

84,723

95,773
100,572 106,145

96,714
104,206

107,417

0
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120,000

平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

高松港全体コンテナ取扱数の推移（ＴＥＵ）

国際ﾌｨｰﾀﾞｰ 外貿 内貿 高松港全体

（速報値）



高松港の特徴
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【石油】
昭和シェル石油（株）
高松アスファルト基地

【造船】
四国ドック（株）

【鉄鋼】
朝日スチール工業（株）

【船舶主機関等】
（株）マキタ

【石油】
出光興産（株）高松油槽所

【鉄鋼】
泉鋼業（株）

【印刷】
（株）ムレコミュニケーションズ

【LNG（液化天然ガス）】
四国ガス（株）高松工場

【LPG（液化石油ガス）】
イワタニ四国（株）

【石油】
若宮産業（株）
山内油槽所

【金属くず】
東京製鐵（株）
高松鉄鋼センター

朝日地区
あさひ

玉藻地区
たまも

香西地区
こうざい

【建設用クレーン】
（株）タダノ

（平成28年11月撮影）

朝日地区にはエネルギー関連業や製造業が集積している。

凡例
エネルギー関連業
製造業（工業品）
製造業（その他）

【LPG（液化石油ガス）】
大同ガス産業（株）



高松港港湾脱炭素化推進計画の対象エリア
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高松港の港湾物流活動における脱炭素化を目的としているため、 原則として高松港の港湾計画
で土地利用計画が定められている区域を対象範囲に設定



ターミナル内

ターミナルを出入りする車両

停泊中の船舶

ターミナル外

高松港における温室効果ガスの排出量（現状）の推計

＜CO2排出量・削減ポテンシャル＞
約8.9千トン／年間

○ 高松港における現状（2020年）のCO2排出量は、港湾統計やアンケート（協力していただいた13者）から約8.9
千t-CO2と推計※。

○ 「ターミナル内」「ターミナルを出入りする車両」「停泊中の船舶」「ターミナル外」の４区域に分類した結果、ＣＯ
２排出量の占める割合は、「ターミナル内」約2.9％、「ターミナルを出入りする車両」約21.5％、「停泊中の船舶」
約3.0％、「ターミナル外」約72.6％。

※今後、推計内容や対象の精査、新たな知見が得られた際には変更されることもあり得るものであることに注意。

区 域 本推計における対象
ターミナル内 アンケートのうち、コンテナターミナルに関係するもの
ターミナルを出入りする車両 アンケート・令和２年港湾統計における公共岸壁での海上出入貨物（乗用車、バスを除く）
停泊中の船舶 令和２年港湾統計における入港船舶（漁船、その他を除く）
ターミナル外 アンケートのうち、コンテナターミナルに関係しないもの、環境省特定排出者（臨港地区内）

ターミナル外
約6.4千トン
72.6％

停泊中の船舶
約0.3千トン

3.0％
ターミナルを
出入りする車両
約1.9千トン
21.5％

ターミナル内
約0.3千トン

2.9％

停泊中の

ターミナルを
出入する車両

停泊中の船舶
※端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。
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(R3四国地方整備局勉強会資料)



高松港における次世代エネルギーの需要ポテンシャルの試算

＜次世代エネルギーの需要ポテンシャルの試算＞
○高松港においては、各事業者による脱炭素化に向けた将来計画が具体化されていないが、現在の化石燃料
消費量等を基に、次世代エネルギーの利用が進むと仮定して、使用燃料を50%、100%置換した際の必要次世
代エネルギー量（ポテンシャル）を推計し、参考として示す。
【次世代エネルギー推計量】
水素（液体水素）の潜在需要は、約0.3千トン（50％置換）～0.5千トン（100％置換）
アンモニア換算では、約2千トン（50％置換）～3千トン（100％置換）

＜貯蔵インフラの必要面積の試算＞
○在庫量を年間需要量（100%置換の場合）の10％と想定し、必要面積を試算したところ、水素の場合は約2.2ha
（ 約5万m3の大型貯蔵タンク4基）、アンモニアの場合は約0.9ha （約7万m3の大型貯蔵タンク2基）の用地面積
が必要。

貯蔵タンク
の直径
（ｍ）

基数

貯蔵タンクの
配列方法 離隔

距離※

（ｍ）

必要面積
（㎡）

縦 横
余剰
基数

H2 59 4 2 2 0 29.5 21,756

NH3 60 2 1 2 0 30 9,000

■需要ポテンシャル推計の仮定

水素等の活用方法
想定される取組み

50%置換した場合 100%置換した場合

輸送車両のFC化・EV化
FC化・EV車
50%導入

FC化・EV車
100%導入

停泊中船舶への陸電供給
定置用燃料電池
50%導入

定置用燃料電池
100%導入

港湾施設への電力供給
定置用燃料電池
50%導入

定置用燃料電池
100%導入

火力発電の水素混焼 水素50%混焼 専焼

工場内設備のタービン・ボイ
ラーへの水素利用

水素50%混焼 水素100%混焼

■貯蔵タンクの必要面積の試算

※「一般高圧ガス保安規則」第6条第1項第5号（保安上必要な距離）
『1mまたは、貯槽の最大直径和1/4のいずれか大きい値』

※ここでのアンモニア換算は燃料アンモニアであり、水素キャリアと
してのアンモニアの場合は脱水素、後処理施設等の設備が必要となる
※上記の他、付帯設備を配置するため相応の用地面積が必要となる

(R3四国地方整備局勉強会資料)
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高松港におけるＣＮＰ形成に向けた検討・取組の方向性

朝日地区

玉藻地区

コンテナ
ターミナル

水素等サプライ
チェーン構築の検討

フェリー フェリー

⑥ブルーカーボンの検討

①荷役機械や横持ち車両等への
燃料電池等の導入の検討

②水素ステーションの検討

水素キャリアの受入環境整備の検討

FCトラック

水素ステーション

アマモ場

定期航路が就航する
主要なターミナル

高松港におけるＣＮＰ形成に向けた検討の方向性（案）
①荷役機械、トラック等の低炭素化、燃料電池化の推進に関する検討
②水素ステーション等の整備、水素等サプライチェーンの構築等に関する検討
③倉庫等における省エネ化の推進に関する検討
④陸上電源の導入に関する検討
⑤船舶における低炭素化の検討
⑥港湾工事の低・脱炭素化、ブルーカーボンに関する検討

④陸上電源の検討

TERASAKI陸上電力供給
システムカタログより

③倉庫等省エネ化の検討

鈴与商事株式会社

⑥港湾工事の
低・脱炭素化の検討

小島組

※ 検討の方向性（案）については、現時点で考えられる内容であることに留意する必要がある。
※2050年カーボンニュートラル実現に向けてはさらに施策の強化を検討する。
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(R3四国地方整備局勉強会資料)



今後のスケジュール（予定）
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令和5年度

• 令和5年9月～12月 ワーキング（3回）、協議会（3回）

• 令和5年12月 「高松港港湾脱炭素化推進計画（素案）」作成

• 国土交通省との調整

• 「高松港港湾脱炭素化推進計画（案）」作成

• パブリックコメント実施（※国土交通省との調整後）

• 令和6年3月 「高松港港湾脱炭素化推進計画」策定、公表

令和5年度 令和6年度以降

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1回協議会 推
進
計
画
（
素
案
）
作
成

推
進
計
画
（案
）
作
成

推
進
計
画
策
定
・
公
表

国土交通省
との調整 パブコメ

継続的かつ計画的な取組の実施

推進計画の取組状況の進捗管理

ワ
ー
キ
ン
グ
（
第
２
回

）

ワ
ー
キ
ン
グ
（
第
１
回

）

協
議
会
（
第
３
回

）

・温室効果ガス排出量・
削減目標の設定
・水素・燃料アンモニア
等の需要推計
・将来の取組の方向性

・高松港港湾脱炭素化推進計画（素案）
・計画の達成状況の評価の実施体制･手法

・港湾脱炭素化推進計画（素案）の骨子
・将来の具体の取組内容
（港湾脱炭素化促進事業、将来の構想等）

令和6年度以降

• 継続的かつ計画的な取組の実施

• 高松港港湾脱炭素化推進計画の取組状況の進捗管理

協
議
会
（
第
２
回

）

ワ
ー
キ
ン
グ
（
第
３
回

）


